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平成 30 年６月 19日（火）本会議代表質問 松崎淳議員（立憲民主党・民権クラブ） 

（質問要旨） 

１ 緊急課題の解決に向けて 

(2)  公文書の管理と保存について 

本県は全国で先んじて制度化した情報公開条例と、その制度を一層充実させる公

文書館条例を制定し、県民の知る権利を尊重し、県民主体の県政に取り組んできた。

しかしながら、平成 12 年に新たに施行された情報公開条例は 18年、平成５年に施

行された公文書館条例については施行から 25 年間経過し、いずれも骨格そのものを

大きく変える改正は行われていないが、ここ 10 年、個人情報の流出や公文書の管理

等、様々な問題が紛糾する中、県民の権利意識や個人情報についての意識も大きく

変わってきている。公文書は県民の財産であり、文書管理の定めは県民の権利・義

務に関わるもので、その扱いについては県民の関心の大きな的となっている。 

そこで、こうした今の状況を踏まえて、公文書管理に関して、組織的に見直しの

検討を開始すべきと考えるが、所見を伺いたい。 

（知事答弁） 

次に、公文書の管理と保存についてです。 

まず、この度、公文書館において、本人の同意なく優生手術を受けられた方々の

個人情報を開示していたことについて、改めてお詫び申し上げます。 

県の公文書は、県民共有の財産であり、これを適正に管理し、公開することは、

県民の皆様の知る権利に応え、公正で開かれた県政を実現する上で大変重要である

と認識しています。 

また、公文書の中には、歴史的に重要な価値のあるものも含まれていますので、

そうした文書については、記録遺産として、後世にしっかりと引き継いでいくこと

が必要です。 

このため、県では、情報公開条例において、公文書の適正な管理を義務付け、情

報公開のルールを規定するとともに、公文書館条例では、歴史資料として重要な文

書の選別や保存について規定しています。 

また、こうした条例の実効性を担保するために、公文書の作成や管理、引き継ぎ

などの手続きを、行政文書管理規則や運用通知で具体的に定めています。 

これらに加え、本年４月からは、新しい行政文書管理システムを稼働させ、体系

的で効率的な文書管理を行っています。 

県では、こうした一連の対応により、適正な公文書の管理に努めていますが、県

の公文書の中には、今般、公文書館で開示したような、特に慎重な配慮が必要な情

報も含まれていますので、文書管理のあり方については、不断の見直しが必要です。 

公文書の管理は、行政への信頼に直結する大変重要な課題でありますので、今後、

全庁横断による検討組織を速やかに立ち上げ、公文書管理のあり方について見直し

を検討し、年度内のできるだけ早い時期に検討結果を取りまとめてまいります。 

（要望） 

公文書の管理と保存については、速やかに、全庁横断組織を立ち上げて、今年度

の早い時期に見直すとの答弁がありました。 

公文書は県民の財産という観点から、是非、その管理や保存など取扱いを、根本

から見直していただくよう要望いたします。 
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知事答弁要旨記録 1 (3)
平成 30 年６月 19日（火）本会議代表質問 松崎淳議員（立憲民主党・民権クラブ） 

（質問要旨） 

１ 緊急課題の解決に向けて 

(3) 公文書館の業務のあり方等について

県立公文書館は、平成５年に開館して以来、四半世紀が経過しており、その間、

大きな業務見直しなどは行ってこなかったが、保管されている文書は設立当初の 45

万件から 75 万件に増え、一方で、職員数はこの 10 年間で 30名から 20名へと減少

するなど、今後、円滑な事務引継ぎが行えるかが懸念されるところである。 

また、今年４月から行政文書管理システムを稼働させ、近いうちに電子文書での

公文書館への引き渡しも始まるなど、公文書館を取り巻く状況は大きく変化してお

り、改めて公文書館の業務のあり方を点検・検証し、必要に応じて業務を改善する

時期がきている。 

そこで、公文書館の業務のあり方を検証し、再発防止の観点も含めて必要な改善

を図っていくべきと考えるが所見を伺いたい。 

また、将来を見据えて、これまで以上に専門人材の育成・配置に努めるべきと考

えるが、併せて所見を伺いたい。 

（知事答弁） 

次に、公文書館の業務のあり方等についてです。 

まず、業務の改善についてです。 

公文書館は、平成５年の開設以来、歴史資料として重要な行政文書等を収集・保

存し、県民共有の記録財産として、広く公開してきました。 

そうした中、公文書の保管件数や閲覧件数の増加、県民の皆様の個人情報保護へ

の意識の高まりに加え、今後、電子文書の引き渡しが見込まれるなど、公文書館を

取り巻く環境は大きく変化しています。 

そこで、今回の事案なども踏まえ、歴史的公文書の選別方法、公開基準等につい

て、外部有識者の知見も採り入れながら検証を行います。そして、議会の皆様のご

意見も伺ったうえで、年度内に取りまとめ、業務の改善を図ります。 

次に、専門人材の育成、配置についてです。 

公文書館の業務については、歴史的公文書を評価・選別するための幅広い行政経

験と、保存や閲覧対応等に関する高い専門的知識が必要です。 

そこで、今年度から、意欲ある職員を庁内公募するとともに、国立公文書館や大

学が行う専門研修を受講させるなど、専門性の高い職員を複数名養成します。 

こうした取組を通じて、個人情報保護を図りながら、県民の皆様の「知る権利」

に応えてまいります。  

（要望） 

公文書を取り巻く環境は、大きく変化している。公文書館の業務のあり方を点検、

検証し、業務を改善するとともに、適正な公文書管理、保存、廃棄のために、専門

職の育成・配置に取り組むよう要望する。 
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